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１. 概要 

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」（以下「ストックホルム条

約」という。）で附属書Ａ（廃絶）に追加することが決定されたジコホル 、ペルフ

ルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）とその塩及びＰＦＯＡ関連物質について、「化学物

質の審査及び製造等の規制に関する法律」（以下「化審法」という。）の第一種特定

化学物質に指定し、所要の措置を講じる。 

 

２. 背景 

ストックホルム条約では、難分解性、生物蓄積性、毒性及び長距離移動性を有す

る残留性有機汚染物質を対象に、人の健康の保護及び環境の保全を図るため、各国

が国際的に協調して、当該物質の製造、使用を原則的に禁止する等の措置を講じる

こととしている。平成 31年４月末から令和元年５月頭にかけて開催されたストッ

クホルム条約第９回締約国会議（ＣＯＰ９）において、新たにジコホル 、ペルフ

ルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）とその塩及びＰＦＯＡ関連物質を同条約の附属書Ａ

（廃絶）に追加することが決定された。 

これを受け、これらの化学物質を化審法の第一種特定化学物質に指定し、その製

造、輸入、使用を制限する等、必要な措置を講じる。 

 

３. 措置の内容 

令和２年４月から、ジコホル 、ペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）とその塩

及びＰＦＯＡ関連物質について、その製造、輸入を原則禁止【（１）関係】。認め

られた用途（エッセンシャルユース）以外での使用を禁止【（３）関係】。また、

ペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）とその塩及びＰＦＯＡ関連物質が使用され

た一部の製品について取扱いに係る技術基準を設定【（４）関係】。 

令和２年１０月から、ペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）とその塩及びＰＦ

ＯＡ関連物質を使用する製品の輸入を禁止【（２）関係】。 

 

（１） 第一種特定化学物質の指定（製造、輸入を原則禁止） 

次の化学物質を第一種特定化学物質に指定し、これらの化学物質の製造、輸入

にあたっては許可を必要とする。 



 

物質名称 

①  
２・２・２―トリクロロ―１―（２―クロロフェニル）―１―（４―クロロフェニル）エタノール（略

称：o,p’-ジコホル） 

②  ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩 

③  

炭素原子に結合するペンタデカフルオロアルキル基（アルキル基の炭素数が７のものに

限る。）を含む化合物（略称：PFOA関連物質） 

 

ただし、以下の化合物を除く。 

 オクタデカフルオロアルカン（アルカンの炭素数が８のものに限る。）、クロロ（ヘプタデ

カフルオロ）アルカン（アルカンの炭素数が８のものに限る。）、ブロモ（ヘプタデカフル

オロ）アルカン（アルカンの炭素数が８のものに限る。） 

 ペルフルオロアルキル基（アルキル基は直鎖であり、炭素数が17を超えるものに限

る。）を有する化合物 

 ペルフルオロアルカンカルボン酸（アルカンカルボン酸の炭素数が９以上のものに限

る。これらの塩、エステル、酸ハロゲン化物、無水物を含む。） 

 ペルフルオロアルキルホスホン酸（アルキルホスホン酸の炭素数が８以上のものに限

る。これらの塩、エステル、酸ハロゲン化物、無水物を含む。） 

 ペルフルオロアルカンスルホン酸（アルカンスルホン酸の炭素数が９以上のものに限

る。これらの塩、エステル、酸ハロゲン化物、無水物を含む。） 

 ペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ）とその塩、又はペルフルオロオクタンスルホ

ニルフルオリド（ＰＦＯＳＦ） 

 

（２） 政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているものの輸入の禁止 

次の化学物質ごとに定める製品で当該化学物質が使用されているものの輸入

を禁止する。 

化学物質 輸入を禁止する製品 

２・２・２―トリクロロ―１―（２―クロロフェ

ニル）―１―（４―クロロフェニル）エタノー

ル（略称：o,p’-ジコホル） 

（なし） 

ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩 

・フロアワックス 

・撥水撥油加工をした生地 

・撥水撥油加工をした衣服 

・撥水撥油加工をしたカーペット 

・接着剤及びシーリング用の充填料 

・コーティング剤 

・塗料、ニス 

・トナー 



 

・洗浄剤 

・業務用写真フィルム 

・耐水・耐油処理をした加工紙 

・半導体の製造に使用する反射防止剤 

・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 

炭素原子に結合するペンタデカフルオロ

アルキル基（アルキル基の炭素数が７の

ものに限る。）を含む化合物（略称：PFOA

関連物質） 

 

ただし、以下の化合物を除く。 

・オクタデカフルオロアルカン（アルカンの

炭素数が８のものに限る。）、クロロ（ヘ

プタデカフルオロ）アルカン（アルカンの

炭素数が８のものに限る。）、ブロモ（ヘ

プタデカフルオロ）アルカン（アルカンの

炭素数が８のものに限る。） 

・ペルフルオロアルキル基（アルキル基

は直鎖であり、炭素数が17を超えるもの

に限る。）を有する化合物 

・ペルフルオロアルカンカルボン酸（アル

カンカルボン酸の炭素数が９以上のも

のに限る。これらの塩、エステル、酸ハ

ロゲン化物、無水物を含む。） 

・ペルフルオロアルキルホスホン酸（アル

キルホスホン酸の炭素数が８以上のも

のに限る。これらの塩、エステル、酸ハ

ロゲン化物、無水物を含む。） 

・ペルフルオロアルカンスルホン酸（アル

カンスルホン酸の炭素数が９以上のも

のに限る。これらの塩、エステル、酸ハ

ロゲン化物、無水物を含む。） 

・ペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯ

Ｓ）とその塩、又はペルフルオロオクタン

スルホニルフルオリド（ＰＦＯＳＦ） 

・フロアワックス 

・繊維製品用保護剤及び防汚剤 

・撥水撥油剤 

・撥水撥油加工をした繊維製品 

・消泡剤 

・コーティング剤 

・光ファイバー又はその表面コーティング剤 

・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 

※ 製品についての表現の仕方は今後変更がありうる。 

 

（３） 政令で指定された用途（エッセンシャルユース）以外の使用の禁止 



 

次の化学物質については、それぞれ右欄で認める用途以外での使用を禁止する。 

化学物質 使用を認める用途 

２・２・２―トリクロロ―１―（２―クロロフェ

ニル）―１―（４―クロロフェニル）エタノー

ル（略称：o,p’-ジコホル） 

（なし） 

ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩 （なし） 

炭素原子に結合するペンタデカフルオロ

アルキル基（アルキル基の炭素数が７の

ものに限る。）を含む化合物（略称：PFOA

関連物質） 

 

ただし、以下の化合物を除く。 

・オクタデカフルオロアルカン（アルカンの

炭素数が８のものに限る。）、クロロ（ヘ

プタデカフルオロ）アルカン（アルカンの

炭素数が８のものに限る。）、ブロモ（ヘ

プタデカフルオロ）アルカン（アルカンの

炭素数が８のものに限る。） 

・ペルフルオロアルキル基（アルキル基

は直鎖であり、炭素数が17を超えるもの

に限る。）を有する化合物 

・ペルフルオロアルカンカルボン酸（アル

カンカルボン酸の炭素数が９以上のも

のに限る。これらの塩、エステル、酸ハ

ロゲン化物、無水物を含む。） 

・ペルフルオロアルキルホスホン酸（アル

キルホスホン酸の炭素数が８以上のも

のに限る。これらの塩、エステル、酸ハ

ロゲン化物、無水物を含む。） 

・ペルフルオロアルカンスルホン酸（アル

カンスルホン酸の炭素数が９以上のも

のに限る。これらの塩、エステル、酸ハ

ロゲン化物、無水物を含む。） 

・ペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯ

Ｓ）とその塩、又はペルフルオロオクタン

スルホニルフルオリド（ＰＦＯＳＦ） 

医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクタン

ブロミド（ＰＦＯＢ）の製造のためのペルフルオロオ

クタンヨージド（ＰＦＯＩ）の使用 

 



 

（４） 取扱い等に係る技術上の基準の設定 

第一種特定化学物質を使用した次の製品を取り扱う場合に、別途定める取扱い

上の技術基準に従う。 

化学物質 技術上の基準に従わなければならない当該化学

物質が使用されている製品 

２・２・２―トリクロロ―１―（２―クロロフェ

ニル）―１―（４―クロロフェニル）エタノー

ル（略称：o,p’-ジコホル） 

（なし） 

ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩 ・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 

炭素原子に結合するペンタデカフルオロ

アルキル基（アルキル基の炭素数が７の

ものに限る。）を含む化合物（略称：PFOA

関連物質） 

 

ただし、以下の化合物を除く。 

・オクタデカフルオロアルカン（アルカンの

炭素数が８のものに限る。）、クロロ（ヘ

プタデカフルオロ）アルカン（アルカンの

炭素数が８のものに限る。）、ブロモ（ヘ

プタデカフルオロ）アルカン（アルカンの

炭素数が８のものに限る。） 

・ペルフルオロアルキル基（アルキル基

は直鎖であり、炭素数が17を超えるもの

に限る。）を有する化合物 

・ペルフルオロアルカンカルボン酸（アル

カンカルボン酸の炭素数が９以上のも

のに限る。これらの塩、エステル、酸ハ

ロゲン化物、無水物を含む。） 

・ペルフルオロアルキルホスホン酸（アル

キルホスホン酸の炭素数が８以上のも

のに限る。これらの塩、エステル、酸ハ

ロゲン化物、無水物を含む。） 

・ペルフルオロアルカンスルホン酸（アル

カンスルホン酸の炭素数が９以上のも

のに限る。これらの塩、エステル、酸ハ

ロゲン化物、無水物を含む。） 

・ペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯ

・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 



 

Ｓ）とその塩、又はペルフルオロオクタン

スルホニルフルオリド（ＰＦＯＳＦ） 

 

 


